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全
国
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
表
彰
受
賞

こ
の
ほ
ど
永
年
に
わ
た
る
民
生
児
童

委
員
活
動
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
中
島

克
弥
氏
が
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
会
長

表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

中
島
氏
は
、
23
年
間
民
生
児
童
委
員

を
務
め
、
平
成
25
年
か
ら
は
会
長
を
務

め
る
な
ど
地
域
福
祉
の
向
上
に
尽
力
さ

れ
て
い
ま
す
。 表

彰

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

税

金

↑表彰状を手にする中島 氏

納
期
を
過
ぎ
た
町
税
（
町
道
民
税
・

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民
健

康
保
険
税
）
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

今
一
度
、
納
付
状
況
を
確
認
の
う
え
、

納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
は
至
急
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
一
度
に
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

※
納
付
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行

し
ま
す
の
で
、
担
当
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
税
財
管
理
課
収
納
係

町
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

受
賞
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
今
後
の
ご
活
躍
を
ご
祈
念
い
た

し
ま
す
。

そ
の
他

相
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

昨
年
７
月
に
、
相
続
法
制
の
見
直
し
を

内
容
と
す
る
「
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
、
法
務

局
に
お
い
て
遺
言
書
を
保
管
す
る
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
法

務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す

る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

①
配
偶
者
居
住
権
の
創
設
（
２
０
２
０

年
4
月
1
日
施
行
）

配
偶
者
が
相
続
開
始
時
に
被
相
続
人

所
有
の
建
物
に
居
住
し
て
い
た
場
合
に
、

配
偶
者
は
、
遺
産
分
割
に
お
い
て
配
偶

者
居
住
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、

終
身
ま
た
は
一
定
期
間
、
そ
の
建
物
に

無
償
で
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

②
婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
の
夫
婦
間
に

お
け
る
居
住
用
不
動
産
の
贈
与
等
に

関
す
る
優
遇
措
置
（
２
０
１
９
年
7

月
1
日
施
行
）

婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
で
あ
る
夫
婦

間
で
居
住
用
不
動
産
（
居
住
用
建
物
ま

た
は
そ
の
敷
地
）
の
遺
贈
ま
た
は
贈
与

さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
配
偶
者
の
取

り
分
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
預
貯
金
の
払
戻
し
制
度
の
創
設
（
２
０

１
９
年
７
月
１
日
施
行
）

預
貯
金
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る

場
合
に
、
各
相
続
人
は
、
遺
産
分
割
が

終
わ
る
前
で
も
、
一
定
の
範
囲
で
預
貯

金
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

④
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
緩
和
（
２
０
１

９
年
１
月
13
日
施
行
）

自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
も
、
財
産

目
録
に
つ
い
て
は
手
書
き
で
作
成
す
る

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

※
財
産
目
録
の
各
頁
に
署
名
押
印
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
他
に
も
、
法
務
局
に
お
け
る
自

筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
の
創
設
（
遺

言
書
保
管
法
）、
遺
留
分
制
度
の
見
直

し
、
特
別
の
寄
与
の
制
度
の
創
設
な

ど
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
の
ほ
か
、
役
場
窓
口
に
設
置
し

て
あ
り
ま
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.m

oj.go.jp/M
IN

JI/
m

inji07_00222.htm
l

問
総
務
課
庶
務
係

働
き
方
改
革
関
連
法
の
お
知
ら
せ

厚
生
労
働
省
で
は
、
31
年
4
月
1
日

か
ら
施
行
さ
れ
る
働
き
方
改
革
関
連
法

に
対
応
し
た
36
（
サ
ブ
ロ
ク
）
協
定
な

ど
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
ま
た
は
北

海
道
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
各
労
働
基
準
監
督
署
労
働
時
間

相
談
・
支
援
コ
ー
ナ
ー
で
働
き
方
改
革
へ

の
取
り
組
み
を
は
じ
め
と
し
た
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
働
き
方
改
革
」
の
実
現
に
向
け
て

https://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000148322.htm
l

問
産
業
振
興
課
商
工
観
光
係

遊
漁
船
業
務
主
任
者
講
習
の
開
催

雄
武
町
職
員
人
事

遊
漁
船
業
を
行
う
場
合
は
、
各
遊
漁

船
に
遊
漁
船
業
務
主
任
者
を
乗
船
さ
せ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

遊
漁
船
業
務
主
任
者
に
な
る
た
め
に

は
、
講
習
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
管
内
の
講
習

の
開
催
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。

日
時

３
月
9
日
㈯

13
時

場
所

紋
別
市
民
会
館

受
講
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
一
般
財
団

法
人
日
本
海
洋
レ
ジ
ャ
ー
安
全
・
振
興
協

会
北
海
道
事
務
所
へ
電
話
に
て
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
一
般
財
団
法
人

日
本
海
洋
レ
ジ
ャ
ー

安
全
・
振
興
協
会

北
海
道
事
務
所

☎
０
１
３
４
‐
３
２
‐
５
１
２
３

1
月
1
日
付
人
事
異
動
※(  )

内
は
前
職

▼
総
務
課
庶
務
係
主
査
兼
職
員
厚
生
係
主
査

池
田

俊
隆

（
総
務
課
付
主
査
）

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
情
報
伝
達
試
験
の
実
施

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発

生
時
に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
利
用
し
た
情
報

伝
達
試
験
を
行
い
ま
す
。

本
試
験
は
、
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
、

国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
緊
急
情
報
が
正

し
く
伝
達
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
の
試
験
で
す
。

試
験
日
時

2
月
20
日
㈬

11
時
頃

放
送
内
容

町
内
設
置
の
防
災
行
政
無

線
か
ら
次
の
よ
う
に
放
送
さ
れ
ま
す
。

「
ピ
ン
ポ
ン
パ
ン
ポ
ー
ン（
チ
ャ
イ
ム
音
）」

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」

（
３
回
繰
り
返
し
）

「
こ
ち
ら
は
、
防
災
お
う
む
で
す
」

「
ピ
ン
ポ
ン
パ
ン
ポ
ー
ン（
チ
ャ
イ
ム
音
）」

問
住
民
生
活
課
住
民
活
動
係

   Information

第 6期総合計画前期実施計画
ローリング（見直し作業）

を実施！
第６期雄武町総合計画は、平成 30

年度から 39 年度までの 10 カ年を期間
とする「基本構想」と、基本構想をも
とに前期と後期の５カ年ごとに策定す
る「基本計画」、基本計画推進に向けた
事業を定める「実施計画」、財源を健全
に確保する「財政計画」の４層構造と
なっています。このうち「実施計画」は、
各年度の予算編成における基本指針と
なるもので、社会情勢の変化や時代の
ニーズに対応するべく、毎年度、ロー
リング（見直し作業）を行っています。
見直し後の「前期実施計画書」に登載
されたすべての事業は、町ホームペー
ジと役場財務企画課窓口で公開してい
ます。
町ホームページ
http://www.town.oumu.hokkaido.
jp/hotnews/detail/00004749.html

問財務企画課企画調整係

    Information

冬の生活支援を行っています！
昨年の広報おうむ11月号でお知らせしています

が、町では、高齢者などの冬の生活支援事業として、
対象世帯に15,000円分の助成券を交付しています。

該当となる世帯でまだ申請されていない世帯
につきましては、お早めに申請願います。
◉対象世帯

本年度町民税非課税世帯で、30 年 11 月 1 日
現在、雄武町に住民登録があり、次のいずれか
に該当する世帯（生活保護世帯・福祉施設等入
所者世帯・医療機関入院世帯は除く）
・70 歳以上のみの高齢者世帯
・障害者手帳（身障 1 ～ 2 級・療育Ａ判定・精

神１級）を持っている人がいる世帯
・ひとり親世帯
◉助成額
 15,000 円分の助成券（1,000 円× 15 枚）
◉助成券で購入できる品目
 灯油、石炭、まき、暖房器具、冬用衣料、防寒具
◉受付終了日
 平成 31 年 2 月 28 日㈭※土、日、祝日は除く
◉受付場所・問い合わせ
 役場庁舎別館 保健福祉課社会福祉係

31
年
度
若
草
保
育
所
入
所
申
し
込
み

新
規
に
入
所
を
希
望
す
る
乳
幼
児
だ
け

で
な
く
、
現
在
も
入
所
し
、
４
月
以
降
も

引
き
続
き
入
所
を
希
望
す
る
乳
幼
児
も
再

度
、
申
し
込
み
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

申
込
期
間

２
月
７
日
㈭
～
26
日
㈫

入
所
の
基
準

町
内
に
住
む
、
生
後
６
か
月
か
ら
小

学
校
入
学
前
の
乳
幼
児
で
、
仕
事
や
出

産
、
病
気
や
障
が
い
、
介
護
な
ど
の
理

由
で
家
庭
で
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合

に
限
り
ま
す
。

※
３
歳
以
上
の
幼
児
は
、
保
護
者
の
就
労

状
況
な
ど
に
関
わ
ら
ず「
短
時
間
保
育
」

と
し
て
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

提
出
書
類

・
入
所
申
込
書

2
月
7
日
㈭
か
ら
保
育

所
で
配
付
し
て
い
ま
す
。

・
保
育
が
必
要
な
理
由
を
証
明
す
る
も
の

就
労
証
明
書
な
ど

・
30
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
人

は
、
前
住
地
で
発
行
す
る
「
平
成
30
年

度
住
民
税
課
税
証
明
書
」
の
写
し

※
入
所
申
込
書
に
個
人
番
号
の
記
載
と

提
出
時
に
本
人
確
認
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
書
提
出
先

若
草
保
育
所
児
童
保
育
係

☎
８
４
‐
２
３
２
６


